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福島県乳幼児医療費助成事業補助金交付要綱

（趣 旨）

第１条 県は、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う

経済的負担の軽減を図り、もって子どもを安心して産み育てる環境づくりの一助とする

ため、市町村に対し、福島県補助金等の交付等に関する規則（昭和 45 年福島県規則第 107

号、以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金

を交付する。

（定 義）

第２条 この要綱において、「乳幼児」とは、満６歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者で、かつ、県の区域に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者を

いう。ただし、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）による保護を受けている者を除く。

(1) 次に規定する医療保険各法（以下「医療保険各法」という。）の被保険者又は被

扶養者である者

ア 国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号）

イ 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）

ウ 船員保険法（昭和 14 年法律第 73 号）

エ 私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第 245 号）

オ 国家公務員等共済組合法（昭和 33 年法律第 128 号）

カ 地方公務員等共済組合法（昭和 37 年法律第 152 号）

(2) 乳幼児の保護者の前年の所得（１月１日から５月 31 日までに出生した乳幼児の

保護者については、前々年の所得）が、その者の所得税法（昭和 40 年法律第 33 号）

に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数に応じて児童

手当法（昭和 46 年法律第 73 号）第５条で定める額未満である者

２ この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、後見人、その他の者で、乳幼児を

現に監護している者をいう。

３ この要綱において「附加給付」とは、保険者が医療保険各法による組合である場合に

おいて、当該医療保険各法による保険給付に併せて、その規約等をもって当該組合が行

う保険給付としてのその他の給付をいう。

４ この要綱において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付（療養

の給付、療養費、家族療養費をいう。）を受ける者が負担すべき額及び母子保健法等法令

の規定により公費負担医療の給付がされた場合（育成医療、養育医療等）に徴収される

費用の額をいう。

５ この要綱において「レセプト」とは、診療報酬明細書をいう。

（補助の対象及び補助額）

第３条 補助の対象は、市町村が乳幼児医療費助成を行う場合において、当該乳幼児にか
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かる疾病又は負傷について医療保険各法による医療の給付が行われたときに支払うべき

一部負担金等の額とする。ただし、当該疾病又は負傷について、他の法令による給付又

は附加給付がある場合は、その額を控除した額とする。

２ 前項の額に、医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費がある場合には、次の算

式により算定した額とする。

〔算 式〕

高額療養費の算 前項に規 入院時食事療養

定方法による世 定する額 － 費定額負担分 入院時食事

帯合算額から控 × ────────────────── ＋ 療養費定額

除する額 高額療養費の算定方法による世帯合算額 負担分

３ 原則として、国の制度による公費負担制度を優先し、適用した公費負担制度の自己負

担額について補助の対象とする。

４ 補助の額は、第１項から第３項で算定した額から１レセプト当たり千円（千円未満の

場合は当該レセプトの一部負担金等の額）を控除した額と、市町村が乳幼児に対して助

成した額を比較して低い額に２分の１を乗じて得た額の範囲内で、知事が定める額とす

る。ただし、算出された額について、千円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨

てるものとする。

（申請書の様式）

第４条 規則第４条第１項の規定により、補助金の交付を受けようとする市町村長は、乳

幼児医療費助成事業補助金交付申請書（様式第１号）により別に定める日までに申請す

るものとする。

（補助金交付の条件）

第５条 規則第６条第１項第１号に規定する別に定める軽微な変更は、補助額に増がなく、

補助対象経費の２０％以内の変更とする。

（変更の承認の申請）

第６条 規則第６条第１項第１号及び第２号の規定に基づき、知事に承認を受けようとす

る市町村長は、乳幼児医療費助成事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第２号）を、

別に定める日までに知事に提出しなければならない。

（申請を取り下げることができる期日）

第７条 規則第８条１項に規定する別に定める期日は、交付の決定の通知を受領した日か

ら起算して１０日を経過した日とする。
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（概算払）

第８条 知事は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をするこ

とができる。

２ 市町村長は、前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、乳幼児医

療費助成事業補助金概算払請求書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

（状況報告）

第９条 市町村長は、規則第 11 条の規定による事業の遂行の報告を、乳幼児医療費助成事

業遂行状況報告書（様式第４号）により、別に定める日までに行うものとする。

２ 市町村長は、事業が完了したときは、速やかに乳幼児医療費助成事業完了報告書(様式

第５号)を知事に提出するものとする。

（実績報告）

第 10 条 規則第 13 条の規定による実績報告は、乳幼児医療費助成事業実績報告書（様式

第６号）により、事業の完了の日（事業の廃止について、知事の承認を受けた場合にお

いては、承認を受けた日）から起算して 30 日以内又は補助金の交付決定のあった日の属

する年度の３月 31 日（補助金が全額概算払いによって交付された場合にあっては、補助

金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の５月 15 日）のいずれか早い日までに行

うものとする。

（会計帳簿等の整備等）

第 11 条 補助金の交付を受けた市町村は、補助金等の収支の状況を記載した会計帳簿、そ

の他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５

年間保管しておかなければならない。

（実施状況調査）

第 12 条 知事は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた市町村の整備する会

計帳簿、その他の書類を閲覧し、事業の実施状況を検査するものとする。

（雑 則）

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

附 則

この要綱は、昭和 48 年 10 月１日から施行する。
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附 則

この要綱は、昭和 53 年 10 月２日から施行する。

附 則

この要綱は、昭和 54 年４月５日から施行し、昭和 54 年４月１日から適用する。

附 則

１ この要綱は、昭和 57 年４月１日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱第２条第１項第２号の規定

は、昭和 57 年４月１日以降に出生した者に係る乳児医療費補助金について適用し、同日

前に出生した者に係る乳児医療費補助金については、従前の例による。

附 則

１ この要綱は、昭和 60 年８月 29 日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱第３条の規定は、昭和 60 年

10 月１日以降に受診した者に係る乳児医療費補助金について適用し、同日前に受診した

者に係る乳児医療費補助金については、従前の例による。

附 則

１ この要綱は、平成元年 12 月４日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱の規定は、平成元年度分に

係る乳児医療費補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成２年７月 12 日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱の規定は、平成２年度分に

係る乳児医療費補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成６年９月 26 日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱の規定は、平成６年 10 月１

日以降の医療行為に関する給付に要する経費から適用する。

３ この要綱による改正後の福島県乳児医療費補助金交付要綱の規定は、平成６年度分に

係る乳児医療費補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成８年４月１日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳幼児医療費補助金交付要綱の規定は、平成８年度分

の乳幼児医療費補助金から適用する。
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附 則

１ この要綱は、平成 13 年４月１日から施行する。

２ この要綱は、平成 13 年４月１日の乳幼児医療費補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成 14 年７月 12 日から施行する。

２ この要綱は、平成 14 年４月１日の乳幼児医療費補助金から適用する。

附 則

１ この要綱は、平成 20 年３月 12 日から施行する。

附 則

１ この要綱は、平成 24 年６月１日から施行する。

２ この要綱による改正後の福島県乳幼児医療費補助金交付要綱の規定は、平成 24 年度分

に係る乳幼児医療費補助金から適用する。

ただし、この要綱による改正後の福島県乳幼児医療費補助金交付要綱第２条第１項第

２号の規定は、平成 24 年６月１日以降に受診した者に係る乳幼児医療費補助金について

適用し、同日前に受診した者に係る乳幼児医療費補助金については、なお従前の例によ

る。


